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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既製の地図データと、自車両の現在地が前記地図データに既存の道路上又は既に登録済
みの学習道路上から離脱した地点から、再び前記地図データに既存の道路上又は登録済み
の学習道路上へ復帰するまでの移動軌跡に基づいて生成した学習道路を記録した学習道路
データとを用いて経路案内を行う、車両の走行中に用いられるナビゲーション装置であっ
て、
　設定された誘導経路が環状交差路を通る経路である場合に、所定のタイミングでその環
状交差路の退出路をユーザに対して案内する案内制御手段と、
　前記案内制御手段による案内対象の環状交差路に接続する接続路として前記学習道路デ
ータに記録された学習道路が含まれているか否かを判定する判定手段とを備え、
　前記案内制御手段は、前記判定手段による判定の結果、前記環状交差路の接続路として
前記学習道路データに記録された学習道路が含まれていない場合、その環状交差路に接続
する既存道路の接続路に対応する出口番号から、退出すべき出口番号を提示して退出路の
案内をする出口番号方式の環状交差路案内を実行する一方、前記環状交差路の接続路とし
て前記学習道路データに記録された学習道路が含まれている場合、前記出口番号方式の環
状交差路案内とは案内内容が区別された、前記出口番号の提示を行わない学習道路案内方
式に沿った内容で退出路の案内を行うこと
　を特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載のナビゲーション装置において、
　前記案内制御手段は、前記学習道路案内方式による退出路の案内として、前記環状交差
路からの出口の位置と、その環状部分を基準とする退出路への進路方向とを提示する内容
の案内を行うこと
　を特徴とするナビゲーション装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のナビゲーション装置において、
　前記案内制御手段は、前記学習道路案内方式による退出路の案内として、前記環状交差
路を、環状部分に対応する道路と、案内対象の退出路に対応する道路とが縦横に交差する
交差点に変換した交差点画像を所定の表示装置に表示して、当該環状交差路からの出口の
位置と、退出路への進路方向とを提示する内容の案内を行うこと
　を特徴とするナビゲーション装置。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載のナビゲーション装置において、
　前記案内制御手段は、前記学習道路案内方式による退出路の案内において、前記環状交
差路からの出口の位置として、現在地から環状交差路の出口までの距離を提示すること
　を特徴とするナビゲーション装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４の何れか１項に記載のナビゲーション装置において、
　前記学習道路データに記録された学習道路が接続路として含まれる環状交差路の出口に
対応する既定の出口番号を外部の情報提供元から取得し、当該環状交差路に対応付けて記
録する出口番号取得手段を更に備え、
　前記案内制御手段は、前記環状交差路の接続路として前記学習道路データに記録された
学習道路が含まれている場合であって、その環状交差路に対応する既定の出口番号を前記
出口番号取得手段により取得済みである場合、前記出口番号方式の環状交差路案内を実行
する一方、当該環状交差路に対応する既定の出口番号を取得していない場合、前記学習道
路案内方式に沿った内容で退出路の案内を行うこと
　を特徴とするナビゲーション装置。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項４の何れか１項に記載のナビゲーション装置において、
　前記学習道路データに記録された学習道路が接続路として含まれる環状交差路の出口に
対応する出口番号を設定する出口番号設定手段と、
　前記出口番号設定手段により設定した出口番号を承認するか否かの指示をユーザから受
付ける受付手段と、
　前記受付手段により出口番号を承認する旨の指示を受けたことを条件に、その出口番号
を当該環状交差路に対応付けて登録する出口番号登録手段を更に備え、
　前記案内制御手段は、前記環状交差路の接続路として前記学習道路データに記録された
学習道路が含まれている場合であって、その環状交差路に対応する出口番号が前記出口番
号登録手段により登録されている場合、前記出口番号方式の環状交差路案内を実行する一
方、当該環状交差路に対応する出口番号が登録されていない場合、前記学習道路案内方式
に沿った内容で退出路の案内を行うこと
　を特徴とするナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地図データに基づいて経路案内を行うナビゲーション装置であって、車両の
走行経験に基づいて獲得した学習道路データを利用して経路案内を行うものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両等の移動体の移動軌跡に基づき、既製の地図データに登録されていない新た
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な道路を学習するナビゲーション装置が知られている。道路学習機能は、移動体の現在地
が地図データ内の既存の道路から離脱した地点から、再び地図データ内の既存の道路へ復
帰した地点までの移動軌跡に基づいて、地図データに存在しない新たな道路（学習道路）
を作成して記憶することにより、地図データに登録されていない新たな道路を学習する機
能である。
【０００３】
　ところで、車載用のナビゲーション装置において、環状交差路（Traffic Circle、roun
dabout、rotary等）に対する経路案内方法が知られている（例えば、特許文献１参照）。
従来、環状交差路に対する案内に関しては、例えば、「２つ先の退出路から出てください
」というように、環状交差路に進入してから何番目の出口から退出するのかを案内する、
いわゆる「出口番号方式の環状交差路案内」が存在する。
【０００４】
　また、特許文献２では、環状交差路の環状路を直線状に示した直線路と、この直線路に
接続される複数の接続路とからなる交差点に変換して表示すると共に、自車両が進入する
接続路を基準にどこの接続路から退出するのかを出口番号で案内する技術か開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－７１６０１号公報
【特許文献２】特開２００５－１５６２７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、こういった従来の環状交差路案内においては、道路学習機能により獲得した
学習道路が地図データに既存の環状交差路と接続している場合に、この学習道路に対する
案内方法が考慮されていなかった。そして、従来の環状交差路案内を、地図データに既存
の道路（既存道路）と道路学習機能により獲得した学習道路とが混在する環状交差路に適
用した場合、様々な不都合が生じることが予想される。
【０００７】
　例えば、上述のような出口番号を利用した環状交差路案内では、環状交差路からの出口
（退出路）として既存道路と学習道路とが混在している場合に、それらの既存道路と学習
道路とを含む一連の出口番号を設定し、その出口番号に基づいて環状交差路からの退出路
案内をすることが想定される。その場合、学習道路の出口番号が追加されることで、既存
道路の出口番号が変更されたり、出口番号が進行方向に対して昇順ではなくなるといった
点で、退出路案内がユーザに分かりにくくなるという問題がある。また、ナビゲーション
装置が独自のルールに則って学習道路を含む環状交差路の出口番号を更新すると、実際の
出口番号と合致しない可能性がある。
【０００８】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、道路学習機能を有するナビ
ゲーション装置において、学習道路を含む環状交差路における適切な経路案内方法を実現
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するためになされた本発明は、既製の地図データと、自車両の現在地が
地図データに既存の道路上又は既に登録済みの学習道路上から離脱した地点から、再び地
図データに既存の道路上又は登録済みの学習道路上へ復帰するまでの移動軌跡に基づいて
生成した学習道路を記録した学習道路データとを用いて経路案内を行う、車両の走行中に
用いられるナビゲーション装置に関するものである。
【００１０】



(4) JP 5353988 B2 2013.11.27

10

20

30

40

50

　本発明のナビゲーション装置は、設定された誘導経路が環状交差路を通る経路である場
合に、所定のタイミングでその環状交差路の退出路をユーザに対して案内する案内制御手
段と、案内制御手段による案内対象の環状交差路に接続する接続路として学習道路データ
に記録された学習道路が含まれているか否かを判定する判定手段とを備える。
【００１１】
　そして、案内制御手段は、判定手段による判定の結果、環状交差路の接続路として学習
道路データに記録された学習道路が含まれていない場合、その環状交差路に接続する既存
道路の接続路に対応する出口番号から、退出すべき出口番号を提示して退出路の案内をす
る出口番号方式の環状交差路案内を実行する。一方、環状交差路の接続路として学習道路
データに記録された学習道路が含まれている場合、出口番号方式の環状交差路案内とは案
内内容が区別された、出口番号の提示を行わない学習道路案内方式に沿った内容で退出路
の案内を行う。
【００１２】
　本発明によれば、環状交差路の接続路として道路学習機能により獲得した学習道路が含
まれるか否かで、それぞれ退出路の案内方法が区別される。つまり、環状交差路において
接続路に学習道路が含まれない場合には、既存道路に設定された出口番号を用いる出口番
号方式の環状交差路案内を行う。一方、環状交差路において接続路に学習道路が含まれる
場合、出口番号の提示を行わない方法で退出路の案内を行う。このようにすることで、環
状交差路に接続する学習道路の追加があった場合、退出路案内において以前の出口番号と
異なる出口番号が提示されることがなく、ユーザが混乱する心配がない。
【００１３】
　環状交差路の接続路に学習道路が含まれる場合の具体的な案内内容としては、例えば、
請求項２のように構成することが考えられる。すなわち、案内制御手段は、学習道路案内
方式による退出路の案内として、環状交差路からの出口の位置と、その環状部分を基準と
する退出路への進路方向とを提示する内容の案内を行う。
【００１４】
　このような交差路の位置と進路方向とを案内する案内方法は、十字路やＴ字路のような
直交型や信号型の交差点において一般的に行われる案内方法と同様であり、ユーザにとっ
て慣れた案内方法であるといえる。よって、環状交差路の接続路に学習道路が含まれる場
合、出口番号方式の環状交差路案内からユーザにとって慣れた交差点案内と同様の案内方
法に切替えるようにしたことで、ユーザにとって分かりやすい退出路案内とすることがで
きる。
【００１５】
　さらに、学習道路案内方式による退出路の案内をユーザにとって分かりやすいものにす
るための工夫として、請求項３に記載のように構成することよい。すなわち、案内制御手
段は、学習道路案内方式による退出路の案内として、環状交差路を、環状部分に対応する
道路と、案内対象の退出路に対応する道路とが縦横に交差する交差点に変換した交差点画
像を所定の表示装置に表示して、当該環状交差路からの出口の位置と、退出路への進路方
向とを提示する内容の案内を行う。このようにすることで、環状交差路における退出路案
内を、直交型や信号型の交差点と同様の交差点画像を用いて視覚的に分かりやすく行うこ
とができる。
【００１６】
　さらに、請求項４に記載のように、学習道路案内方式による退出路の案内において、環
状交差路からの出口の位置として、現在地から環状交差路からの出口までの距離を提示す
るように構成するとよい。このようにすることで、環状交差路のからの出口の位置をユー
ザに対して分かりやすく提示できる。
【００１７】
　つぎに、請求項５に記載のナビゲーション装置は以下の特徴を有する。すなわち、学習
道路データに記録された学習道路が接続路として含まれる環状交差路の出口に対応する既
定の出口番号を外部の情報提供元から取得し、当該環状交差路に対応付けて記録する出口
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番号取得手段を更に備える。なお、出口番号の取得方法としては、道路に関する情報を提
供する外部機関（情報センタ）や路側に設置された通信装置との情報通信により取得する
ものや、環状交差路の現場に実際に掲示されている出口番号を車載カメラにより撮像した
データから読取るもの等が例示される。
【００１８】
　そして、案内制御手段は、環状交差路の接続路として学習道路データに記録された学習
道路が含まれている場合であって、その環状交差路に対応する既定の出口番号を出口番号
取得手段により取得済みである場合、出口番号方式の環状交差路案内を実行する一方、当
該環状交差路に対応する既定の出口番号を取得していない場合、学習道路案内方式に沿っ
た内容で退出路の案内を行う。
【００１９】
　環状交差路に接続路が新規に設けられ、それを学習道路として取得した場合であっても
、その新規の接続路に対応する出口番号として公的に定められた正規の出口番号が判明す
れば、学習道路を含む環状交差路であっても出口番号方式の環状交差路案内を行って差し
支えないと考えられる。それは、ナビゲーション装置側で独自に設定した出口番号の場合
、設定した出口番号と実際の出口番号と異なり、正確な退出路案内にならないおそれがあ
るのに対し、外部から取得した正規の出口番号であれば、新規の学習道路と既存の道路と
の配置を適切に考慮した番号が付与されているため、ユーザを混乱させる心配がないから
である。つまり、このような既定の出口番号の取得に成功すれば、退出路として学習道路
と既存道路とが混在して接続する環状交差路における案内において、出口番号方式による
環状交差路案内を行っても差し支えない。
【００２０】
　つぎに、請求項６に記載のナビゲーション装置は以下の特徴を有する。すなわち、学習
道路データに記録された学習道路が接続路として含まれる環状交差路の出口に対応する出
口番号を設定する出口番号設定手段と、出口番号設定手段により設定した出口番号を承認
するか否かの指示をユーザから受付ける受付手段と、受付手段により出口番号を承認する
旨の指示を受けたことを条件に、その出口番号を当該環状交差路に対応付けて登録する出
口番号登録手段を更に備える。そして、案内制御手段は、環状交差路の接続路として学習
道路データに記録された学習道路が含まれている場合であって、その環状交差路に対応す
る出口番号が出口番号登録手段により登録されている場合、出口番号方式の環状交差路案
内を実行する一方、当該環状交差路に対応する出口番号が登録されていない場合、学習道
路案内方式に沿った内容で退出路の案内を行う。
【００２１】
　道路学習により取得した学習道路が接続路として追加された環状交差路に対してナビゲ
ーション装置側独自の出口番号を設定した場合、ユーザがそれを承知している限りにおい
ては、その出口番号を用いて出口番号方式の環状交差路案内を行っても差し支えないと考
えられる。また、このようにすることで、学習道路を含む環状交差路において出口番号方
式の環状交差路案内を行うか否かを、ユーザの意思で決めることができ、便利である。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施形態のナビゲーション装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】環状交差路案内処理（第１実施形態）の手順を示すフローチャートである。
【図３】環状交差路における案内方法の概要を示す説明図である。
【図４】環状交差路案内における画面表示例を示す説明図である。
【図５】出口番号取得処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】環状交差路案内処理（第２実施形態）の手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、本発明は下記の実施形態に
何ら限定されるものではなく様々な態様にて実施することが可能である。
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　［ナビゲーション装置１の構成の説明］
　本実施形態のナビゲーション装置１は、車両に搭載されるナビゲーションシステムであ
り、図１に示すように、車両の現在地を検出するための位置検出器２１、利用者からの各
種指示を入力するための操作スイッチ群２２、外部装置との間で情報通信を行うための通
信部２３、地図データやプログラム等を記憶する大容量記憶媒体からデータを入力する地
図データ入力部２４、車載カメラ２５、地図や各種情報の表示を行うための表示部２６と
、各種ガイド音声を出力するための音声出力部２７、制御部２９を備える。
【００２４】
　位置検出器２１は、ＧＰＳ（Global Positioning System）用の人工衛星からの送信信
号を受信し、車両の位置座標や高度を検出するＧＰＳ受信機２１ａと、車両に加えられる
回転運動の角速度に応じた検出信号を出力するジャイロスコープ２１ｂと、車両の走行距
離を出力する距離センサ２１ｃとを備えている。そして、これらの各センサ２１ａ～２１
ｃからの出力信号に基づいて制御部２９が、現在地、方位、速度等を算出する。なお、Ｇ
ＰＳ受信機２１ａからの出力信号に基づいて現在位置を求める手法には様々な方式がある
が、単独測位方式、相対測位方式の何れであってもよい。
【００２５】
　操作スイッチ群２２は、表示部２６の表示面上に一体に設置されるタッチパネルや表示
部２６の周囲に設けられるメカニカルなキースイッチ等で構成されている。
　通信部２３は、無線通信を利用して公衆通信網に接続し、公衆通信網に接続された外部
装置との間で情報通信を行うための通信装置である。
【００２６】
　地図データ入力部２４は、地図データ記憶媒体や、道路学習機能により取得した学習道
路に関する学習道路データを記憶するための補助記憶媒体に記憶された各種データを制御
部２９に入力するための装置である。
【００２７】
　地図データ記憶媒体には、地図データ提供者からユーザ向けに提供された既製の地図デ
ータが格納されている。その具体的な内容は、交差点等の特定地点に対応するノード及び
ノード間を接続するリンクによって道路の接続状況を示す道路データ、及び地図画像の表
示に必要な描画データ等からなる地図データや、いわゆるマップマッチング用のデータ、
経路案内用のデータ、ナビゲーション装置１の作動のためのプログラム、意匠画像データ
等を含む各種データである。
【００２８】
　学習道路データを記憶するための補助記憶媒体には、電気的又は磁気的に記憶内容を書
き換え可能で、かつ、電源を切っても記憶内容を保持できる記憶媒体（例えばハードディ
スクや不揮発性半導体メモリ等）が用いられる。本実施形態のナビゲーション装置１が備
える道路学習機能により、地図データに既存の道路又は既に登録済みの学習道路の中には
存在しない新たな道路が検出されると、検出した道路の学習道路データが補助記憶媒体に
格納される。学習道路データは、既存道路との接続地点に対応するノード及びノード間を
接続するリンクによって道路の接続状況を示す情報や、リンク形状等を示す情報である。
【００２９】
　車載カメラ２５は、車両周辺の映像を撮影するためのビデオカメラである。車載カメラ
２５により撮像された映像は、環状交差路の出口番号の特定等に用いられる。
　表示部２６は、液晶ディスプレイ等の表示面を有するカラー表示装置であり、制御部２
９からの映像信号の入力に応じて各種画像を表示可能である。この表示部２６は、地図画
像の表示や、出発地から目的地までの誘導経路、車両の現在地を示すマーク、その他の案
内情報等の表示に用いられる。音声出力部２７は、各種情報を音声にてユーザに報知でき
るように構成されている。これによって、表示部２６による表示と音声出力部２７による
音声出力との両方でユーザに対して方向案内等の各種経路案内をすることができる。
【００３０】
　制御部２９は、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，Ｉ／Ｏ及びこれらの構成を接続するバスライ
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ン等からなる情報処理装置（例えば、マイクロコンピュータ等。）を中心に構成されてお
り、上述した各部構成を制御する。この制御部２９は、ＲＯＭや地図データ入力部２４等
から読み込んだプログラムやデータに基づいて種々の処理を実行する。
【００３１】
　［動作の説明］
　つぎに、制御部２９が実行する処理について説明する。
　ナビゲーション関係の処理としては、地図表示処理や経路案内処理等が挙げられる。地
図表示処理では、まず、位置検出器２１からの検出信号に基づいて自車両の現在地を算出
する。そして、地図データ入力部２４から読み込んだ現在地周辺の地図データに基づいて
地図画像を生成し、表示部２６に現在地周辺の地図画像を表示させる。また、制御部２９
は、位置検出器２１からの検出信号により検出した自車両の現在地を示すマークを、表示
部２６に表示させる地図画像上に重ね合わせて表示し、自車両の移動に伴って現在地のマ
ークを移動させたり、地図画像をスクロールさせる。
【００３２】
　また、経路案内処理では、ユーザが操作スイッチ群２２を操作して目的地を設定すると
、制御部２９は車両の現在地を出発地とし、出発地から目的地までの最適経路を地図デー
タ入力部２４から読み込んだ道路データを用いて探索する。そして、経路探索により得ら
れた最適経路を誘導経路として、その誘導経路を地図画像上に重ね合わせて表示部２６に
表示させる。そして、制御部２９は自車両の移動に伴って所定のタイミングで案内情報を
表示又は音声で出力し、自車両が目的地までの誘導経路に沿って走行できるように案内す
る。
【００３３】
　さらに、本実施形態のナビゲーション装置１では、自車両が地図データに登録されてい
る既存の道路や、既に登録されている学習道路以外の領域を走行した際、そのときの移動
軌跡に基づいて新しい道路のデータを作成し、それを地図データ入力部２４の補助記憶媒
体に学習道路データとして登録する道路学習機能を備える。制御部２９は、この補助記憶
媒体に登録されている学習道路データと、地図データに既存の道路データとをそれぞれ読
出し、１つの地図データとして整合性を取るように加工した上で、地図表示処理や経路案
内処理に利用する。
【００３４】
　具体的には、制御部２９は、自車両の走行中に定期的に位置検出器２１により現在地を
特定し、自車両が地図データに既存の道路又は既に登録済みの学習道路の範囲から離脱し
た地点から、再び地図データに既存の道路又は登録済みの学習道路へ復帰する地点までの
移動軌跡に基づいて、学習道路データを生成する。そして、その生成した学習道路データ
を補助記憶媒体に記録する。この学習道路データは、既存の道路リンクとの接続点（離脱
地点、復帰地点）に相当するノードと、そのノード間を接続するリンクからなる道路の接
続状況を示す情報や、離脱地点と復帰地点との間の道路形状を示す座標点の集合から構成
される。
【００３５】
　［第１実施形態］
　つぎに、制御部２９が実行する処理のうち、本発明の特徴的な処理の第１実施形態につ
いて、図２を参照しながら説明する。図２は、環状交差路案内処理（第１実施形態）の手
順を示すフローチャートである。この環状交差路案内処理（第１実施形態）は、上述した
経路案内処理の一環として実行される処理である。
【００３６】
　制御部２９は、Ｓ１００において、現在地から目的地までの誘導経路上に環状交差路が
存在するか否かを判定する。誘導経路上に環状交差路が存在する場合（Ｓ１００：ＹＥＳ
）、Ｓ１０２の処理に進み、環状交差路が存在しない場合（Ｓ１００：ＮＯ）、本処理を
終了する。
【００３７】
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　誘導経路上に環状交差路が存在する場合に進むＳ１０２では、誘導経路上における環状
交差路の接続路に関する道路データを参照し、その環状交差路の接続路として学習道路デ
ータに登録された学習道路が存在するか否かを判定する。環状交差路の接続路に学習道路
が存在しない場合（Ｓ１０２：ＮＯ）、Ｓ１０４の処理に進み、環状交差路の接続路に学
習道路が存在する合（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、Ｓ１０６の処理に進む。
【００３８】
　誘導経路上における環状交差路の接続路に学習道路が存在しない場合に進むＳ１０４で
は、当該環状交差路まで所定距離に到達した時点で、環状交差路用の出口番号案内を実施
する。この出口番号案内は、環状交差路が有する複数の退出路の中で進入路を基準とした
何番目の退出路から退出すべきかを案内するものであり、例えば「出口１の退出路をお通
りください。」といった案内をする。出口番号案内の実施後、本処理を終了する。
【００３９】
　一方、誘導経路上における環状交差路の接続路に学習道路が存在する場合に進むＳ１０
６では、道路データにおいて当該環状交差路の環状部分と接続路とからなる構成を、環状
部分に対応する道路と接続路に対応する道路とが縦横に交差する交差点に変換する。そし
て、つぎのＳ１０８では、当該環状交差路からの出口に相当する交差点まで所定距離に到
達した時点で、環状交差路における交差点案内を実施する。なお、環状交差路における交
差点案内では、前述の出口番号案内のような出口番号の提示を行わない点で案内の方法が
異なる。この交差点案内は、環状交差路からの出口に相当する交差点の位置や距離、及び
その交差点での進路方向を案内するものであり、例えば「○○ｍ先、左方向です。」とい
った案内をする。交差点案内の実施後、本処理を終了する。
【００４０】
　以上は環状交差路案内処理（第１実施形態）の概要の説明であったが、続いて、Ｓ１０
４，Ｓ１０８における各案内の具体例を、図３を参照しながら説明する。
　図３は、環状交差路を通過する経路の事例を模式的に示したものである。図３（ａ）は
、環状交差路の接続路に学習道路が含まれない事例を示すものであり、図３（ｂ）は、環
状交差路の接続路に学習道路が含まれている事例を示すものである。
【００４１】
　図３（ａ），（ｂ）において、Ｃ１は自車両の現在地である。Ｌ１は環状交差路の環状
部分のリンクである。Ｎ１，Ｎ２，Ｎ３は何れも、既製の地図データにおける既存道路が
接続する接続点のノード（既存ノード）である。このうち、Ｎ１は、環状交差路の入口に
相当する既存ノードであり、既存道路のリンクＥ１が接続している。Ｎ２，Ｎ３は、何れ
も環状交差路の出口に相当する既存ノードであり、Ｎ２には既存道路のリンクＥ２が、Ｎ
３には既存道路のリンクＥ３がそれぞれ接続している。一方、図３（ｂ）におけるＧ１は
、道路学習機能により登録された学習道路が接続する接続点のノード（学習ノード）であ
る。Ｇ１は、環状交差路の出口に相当する学習ノードであり、学習道路のリンクＱ１が接
続している。
【００４２】
　（１）「出口番号案内（Ｓ１０４）」の一例
　図３（ａ）に示す事例は、既存道路のリンクＥ１を通って既存ノードＮ１の入口から環
状交差路へ進入し、Ｌ１を通って既存ノードＮ３の出口から既存道路のリンクＥ３へ退出
する誘導経路Ｐ１を想定している。この事例では、環状交差路の接続路が全て既存道路で
あり、学習道路が含まれていないため、Ｓ１０４の出口番号案内の対象となる。
【００４３】
　出口番号案内では、既存道路の退出路が接続する出口に対応する出口番号を用いて、退
出すべき出口番号を提示する。図３（ａ）に示す事例では、入口に近い方から順に、既存
ノードＮ２が「出口１」、既存ノードＮ３が「出口２」という連番を出口番号としている
。そして、既存ノードＮ３の出口を出てリンクＥ３へと退出する退出路案内を行う場合に
は、例えば「出口２の退出路をお通りください」といったメッセージを報知する。
【００４４】
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　（２）「環状交差路における交差点案内（Ｓ１０８）」の一例
　図３（ｂ）に示す事例は、既存道路のリンクＥ１を通って既存ノードＮ１の入口から環
状交差路へ進入し、Ｌ１を通って既存ノードＮ３の出口から既存道路のリンクＥ３へ退出
する誘導経路Ｐ２を想定している。ただし、この事例では、環状交差路の接続路に学習道
路のリンクＱ１が含まれているため、Ｓ１０８の交差点案内の対象となる。
【００４５】
　環状交差路における交差点案内では、上述の出口番号案内のような出口番号を用いた退
出案内は行わない。その代わり、環状交差路からの出口に相当する各ノードＮ２，Ｇ１，
Ｎ３をそれぞれ交差点として取扱う。ここでは、出口となる既存ノードＮ３の手前で、リ
ンクＬ１上の進行方向を基準としたリンクＥ３の接続方向に基づき、「○○ｍ先、左方向
です。」といった具合に、出口となる交差点の位置と進路方向とを示すメッセージを報知
する。
【００４６】
　仮に、環状交差路が有する複数の退出路のうち、学習道路を含む全ての退出路が接続す
る出口に出口番号を設定することを想定してみる。その場合、既存ノードＮ２が「出口１
」、学習ノードＧ１が「出口２」、既存ノードＮ３が「出口３」といった出口番号となる
。ここで、学習道路のリンクＱ１及びノードＧ１がユーザにより抹消されたと仮定した場
合、それまで「出口３」として案内していた既存ノードＮ３の出口番号が「出口２」とな
り、ユーザを混乱させるおそれがある。また、この環状交差路に接続する新たな学習道路
の出口が追加された場合でも、それまで案内していた出口番号が変わってしまい、同じよ
うにユーザを混乱させるおそれがある。このような混乱を避けるため、環状交差路の接続
路に学習道路が含まれる場合、出口番号を用いた退出案内は行わないのである。なお、ユ
ーザが学習道路情報（上記ではＱ１およびＧ１）を抹消するような場合とは、例えばその
道路が期間限定で通行できる道路であるような場合や、私道をあやまって走行してしまっ
た場合など、様々考えられる。
【００４７】
　つぎに、Ｓ１０４，Ｓ１０８の各案内において表示される案内画像の具体例を、図４を
参照しながら説明する。図４は、経路案内処理において環状交差路の退出路を案内する際
に表示部２６に表示される環状交差路の拡大図の一例を示したものである。
【００４８】
　図４（ａ）は、環状交差路の接続路に学習道路が含まれない場合の表示例である。この
事例では、自車両が誘導経路上の環状交差路に到達する手前の所定のタイミングで、環状
交差路をクローズアップした拡大図が、広域表示の地図画像上にポップアップ表示される
。この拡大図には、環状交差路を構成する環状部分や接続路、自車両の現在位置を示すシ
ンボルに加え、環状交差路からの出口までの残り距離を示す距離表示や、環状交差路から
の退出路に対応する出口番号等が表示されている。
【００４９】
　図４（ｂ）は、環状交差路の接続路に学習道路が含まれている場合の表示例である。こ
の事例では、自車両が環状交差路の出口に到達する手前の所定のタイミングで、環状交差
路を直線道路が縦横に交差する交差点に変換した拡大図が、広域表示の地図画像上にポッ
プアップ表示される。この拡大図には、自車両が走行している環状交差路の環状部分に対
応する縦方向の道路と環状交差路からの退出路に対応する横方向の道路とが交わる交差点
や、自車両の現在位置を示すシンボルに加え、当該交差点までの残り距離を示す距離表示
や、当該交差点での進路方向を示す矢印等が表示されている。
【００５０】
　［第２実施形態］
　つぎに、制御部２９が実行する処理のうち、本発明の特徴的な処理の第２実施形態につ
いて、図５，６を参照しながら説明する。
【００５１】
　図５は、出口番号取得処理の手順を示すフローチャートである。この処理は、例えば、
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環状交差路に接続する学習道路を新規に学習道路データに登録した後のタイミングで実行
される。
【００５２】
　制御部２９は、Ｓ２００において、学習道路を含む処理対象の環状交差路に対応する出
口番号案内フラグを「ＯＦＦ」にセットする。出口番号案内フラグは、環状交差路の接続
路に学習道路が含まれる場合に、環状交差路からの退出路案内を出口番号案内で行うか否
かを規定するフラグである。
【００５３】
　つぎに、Ｓ２０２では、学習道路を含む処理対象の環状交差路に対応する既定の出口番
号を外部から取得する。ここでは、通信部２３を通じて、道路に関する情報を提供する情
報センタや路側に設置された通信装置との情報通信により、環状交差路の各接続路に割当
てられた出口番号の最新情報を取得することが考えられる。あるいは、当該環状交差路を
通行した際に車載カメラ２５により撮像した映像を制御部２９が解析して、環状交差路の
案内標識等に表示された出口番号を取得してもよい。外部から取得した出口番号は、当該
環状交差路に対応付けて所定の補助記憶媒体に記録する。このように取得する出口番号は
、新規の学習道路と既存の道路との配置を適切に考慮した番号となっている。つまり、こ
のような既定の出口番号の取得に成功すれば、退出路として学習道路と既存道路とが混在
して接続する環状交差路における案内において、出口番号方式による案内を行っても差し
支えない。
【００５４】
　さて、Ｓ２０４では、先のＳ２０２の処理において処理対象の環状交差路に対応する既
定の出口番号の取得に成功したか否かを判定する。出口番号の取得に成功した場合（Ｓ２
０４：ＹＥＳ）、Ｓ２０６の処理に進み、当該環状交差路に対応する出口番号案内フラグ
を「ＯＮ」にセットし、本処理を終了する。一方、何らかの事情により出口番号を取得で
きなかった場合（Ｓ２０４：ＮＯ）、本処理を終了する。
【００５５】
　つぎに、図６は、環状交差路案内処理（第２実施形態）の手順を示すフローチャートで
ある。この処理は、上述した経路案内処理の一環として実行される処理である。第２実施
形態の環状交差路案内処理では、上述の出口番号取得処理において設定した出口番号案内
フラグが用いられる点において上述の第１実施形態（図２）と相違する。
【００５６】
　制御部２９は、Ｓ３００において、現在地から目的地までの誘導経路上に環状交差路が
存在するか否かを判定する。誘導経路上に環状交差路が存在する場合（Ｓ３００：ＹＥＳ
）、Ｓ３０２の処理に進み、環状交差路が存在しない場合（Ｓ３００：ＮＯ）、本処理を
終了する。
【００５７】
　誘導経路上に環状交差路が存在する場合に進むＳ３０２では、誘導経路上における環状
交差路の接続路に関する道路データを参照し、誘導経路上における環状交差路の接続路と
して学習道路データに登録された学習道路が存在するか否かを判定する。環状交差路の接
続路に学習道路が存在しない場合（Ｓ３０２：ＮＯ）、Ｓ３０４の処理に進み、環状交差
路の接続路に学習道路が存在する合（Ｓ３０２：ＹＥＳ）、Ｓ３０６の処理に進む。
【００５８】
　誘導経路上における環状交差路の接続路に学習道路が存在しない場合、すなわち、環状
交差路における全ての接続路が地図データの既存道路である場合に進むＳ３０４では、当
該環状交差路まで所定距離に到達した時点で、環状交差路用の出口番号案内を実施する。
この出口番号案内は、上述の第１実施形態のものと同様であるので、ここでの説明は省略
する。出口番号案内の実施後、本処理を終了する。
【００５９】
　一方、誘導経路上における環状交差路の接続路に学習道路が存在する場合に進むＳ３０
６では、誘導経路上における環状交差路に対応する出口番号案内フラグが「ＯＮ」に設定
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されているか否かを判定する。出口番号案内フラグが「ＯＮ」に設定されている場合（Ｓ
３０６：ＹＥＳ）、Ｓ３０８の処理に進み、出口番号案内フラグが「ＯＦＦ」に設定され
ている場合（Ｓ３０６：ＮＯ）、Ｓ３１０の処理に進む。
【００６０】
　出口番号案内フラグが「ＯＮ」に設定されている場合に進むＳ３０８では、当該環状交
差路まで所定距離に到達した時点で、外部から取得した当該環状交差路の出口番号を用い
て環状交差路用の出口番号案内を実施する。この出口番号案内は、既存道路の接続路に設
定された出口番号に加え、学習道路の接続路に設定された出口番号も用いる点を除いて上
述の第１実施形態のものと同様であるので、ここでの説明は省略する。出口番号案内の実
施後、本処理を終了する。
【００６１】
　一方、出口番号案内フラグが「ＯＦＦ」に設定されている場合に進むＳ３１０では、道
路データにおいて当該環状交差路の環状部分と接続路とからなる構成を、環状部分に対応
する道路と接続路に対応する道路とが縦横に交差する交差点に変換する。そして、つぎの
Ｓ３１２では、当該環状交差路からの出口に相当する交差点まで所定距離に到達した時点
で、環状交差路における交差点案内を実施する。この交差点案内は、上述の第１実施形態
のものと同様であるので、ここでの説明は省略する。交差点案内の実施後、本処理を終了
する。
【００６２】
　［変形例］
　上述の第１，第２実施形態以外に、本発明に適用可能な工夫について説明する。
　上述の第２実施形態では、出口番号取得処理において外部から既定の出口番号に取得に
成功した条件下において、学習道路を含む環状交差路で出口番号案内を行う事例について
説明した。このような出口番号を外部から取得する構成に代えて、環状交差路に接続する
新規道路を学習により取得した場合、その環状交差路の接続路に対してナビゲーション装
置側で独自の出口番号を設定し、その出口番号を用いて環状交差路における出口番号案内
行うようにすることが考えられる。
【００６３】
　しかしながら、独自に設定した出口番号をユーザの事前承知なく出口番号案内に用いる
ことは、ユーザの混乱を招く恐れがある。そこで、この問題を回避するために、次のよう
に構成することが考えられる。まず、学習道路を含む環状交差路に対して独自の出口番号
を設定した際に、その出口番号を承認するか否かをユーザに対して問合わせる。そして、
その問合わせに対してユーザから承認する旨の指示を操作スイッチ群２２を通じて受付け
た場合、その出口番号を当該環状交差路に対応付けて登録すると共に、出口番号案内フラ
グ＝ＯＮに設定する。一方、その問合わせに対してユーザから承認しない旨の指示を受付
けた場合、その出口番号を破棄すると共に、出口番号案内フラグ＝ＯＦＦに設定する。
【００６４】
　このようにして、独自に設定した出口番号に対するユーザの承認の有無に応じて学習道
路を含む環状交差路に対する出口番号案内フラグを設定した上で、上述の第２実施形態に
おける環状交差路案内処理（図６）と同様の手順で環状交差路の退出路案内を実行すれば
よい。
【００６５】
　［効果］
　実施形態のナビゲーション装置１によれば、下記の効果を奏する。
　誘導経路上の環状交差路の接続路として学習道路が含まれるか否かで、それぞれ退出路
の案内方法が区別される。つまり、環状交差路に学習道路が含まれない場合には、出口番
号案内を行う。一方、環状交差路に学習道路が含まれる場合、出口番号の提示を行わない
交差点案内を行う。これにより、環状交差路に接続する学習道路の追加があった場合、環
状交差路における退出路案内において以前の出口番号と異なる出口番号が提示されること
がなく、ユーザが混乱する心配がない。
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【００６６】
　［実施形態の構成と特許請求の範囲に記載の構成との対応］
　実施形態のナビゲーション装置１の構成と、特許請求の範囲に記載の構成との対応は次
のとおりである。実施形態の制御部２９が、特許請求の範囲における案内制御手段、判定
手段、出口番号設定手段、及び出口番号登録手段に相当する。また、制御部２９及び通信
部２３、又は制御部２９及び車載カメラ２５が、出口番号取得手段に相当する。また、操
作スイッチ群２２が受付手段に相当する。
【符号の説明】
【００６７】
　１…ナビゲーション装置、２１…位置検出器、２１ａ…ＧＰＳ受信機、２１ｂ…ジャイ
ロスコープ、２１ｃ…距離センサ、２２…操作スイッチ群、２３…通信部、２４…地図デ
ータ入力部、２５…車載カメラ、２６…表示部、２７…音声出力部、２９…制御部。

【図１】 【図２】
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【図６】
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